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①
破
産
処
理
の
経
過
に
つ
い
て

　

市
は
、
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
利
活
用
プ
ラ
ン
ト
整

備
事
業
（
以
下
「
補
助
事
業
」
と
い
う
。）
に
係

る
補
助
金
返
還
請
求
金
額
（
※
表
２
）
を
回
収

す
る
た
め
、
グ
リ
ー
ン
ケ
ミ
カ
ル
㈱
（
以
下
「
Ｇ

Ｃ
㈱
」
と
い
う
。）
に
対
す
る
債
権
者
破
産
を
広

島
地
方
裁
判
所
へ
申
し
立
て
、
同
裁
判
所
破
産

管
財
人
に
よ
り
破
産
処
理
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
し

た
が
、
平
成
28
年
10
月
20
日
に
破
産
手
続
き
の
一

切
が
終
了
し
ま
し
た
。

　

市
は
、
破
産
処
理
の
中
で
、
Ｇ
Ｃ
㈱
の
決
算
処

理
に
お
い
て
、
関
連
会
社
の
㈱
ジ
ュ
オ
ン
や
㈱
コ

ス
モ
エ
ー
ス
へ
の
返
済
が
不
適
正
で
あ
り
、
元
代

表
者
へ
の
責
任
追
及
を
要
す
る
と
主
張
し
、
同

裁
判
所
お
よ
び
破
産
管
財
人
に
対
し
て
調
査
を

求
め
ま
し
た
が
、
裁
判
所
は
、
損
害
賠
償
と
し
て

の
立
証
や
回
収
可
能
性
か
ら
、
こ
れ
以
上
の
調
査

な
ど
は
難
し
い
と
判
断
し
ま
し
た
。

②
破
産
処
理
の
結
果
に
つ
い
て

　

市
は
、
債
権
者
集
会
へ
の
出
席
、
裁
判
所
へ
の

上
申
、
破
産
管
財
人
と
の
面
談
な
ど
に
よ
り
債

権
回
収
に
努
め
ま
し
た
が
、
補
助
金
返
還
請
求

に
係
る
債
権
の
回
収
に
は
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

一
方
で
、
市
が
破
産
申
立
を
し
た
結
果
、
庄
原

工
業
団
地
に
あ
っ
た
財
産
（
工
場
・
土
地
・
機
械
）

が
全
て
売
却
さ
れ
ま
し
た
。

　

な
お
、
市
が
破
産
申
立
の
際
に
同
裁
判
所
に

納
付
し
た
予
納
金
（
６
０
０
万
円
）
は
、
全
額
回

収
が
で
き
ま
し
た
。

◎
破
産
処
理
に
よ
る
破
産
会
社
の
財
産
状
況

　

平
成
27
年
２
月
24
日
か
ら
平
成
28
年
８
月

25
日
の
間
に
、
１
０
１
８
万
９
千
円
が
入
金
さ

れ
、
同
額
が
支
出
さ
れ
ま
し
た
。
主
な
支
出
項

目
は
、
破
産
管
財
人
報
酬
、
財
団
債
権
の
支
払

（
庄
原
市
：
３
９
６
万
３
千
円
、
予
納
金
の
一
部
：

１
１
３
万
７
千
円
）
な
ど
で
す
。

　

市
は
、
農
林
水
産
省
へ
、
Ｇ
Ｃ
㈱
の
破
産
に

よ
る
配
当
結
果
に
つ
い
て
報
告
し
、
破
産
手
続

き
の
完
了
と
庄
原
市
か
ら
国
へ
の
補
助
事
業
の

中
止
に
係
る
返
還
金(

事
業
中
止
分)

が
０
円

で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
承
認
を
受
け
ま
し
た
。

　

Ｇ
Ｃ
㈱
の
破
産
手
続
き
終
了
に
よ
り
、
補

助
金
返
還
請
求
額
の
債
権
回
収
手
続
き
は
終

了
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
結
果
と
な
り
、
深

く
反
省
し
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

今
後
は
、
補
助
金
事
業
の
実
施
に
当
た
り

ま
し
て
は
、
リ
ス
ク
回
避
を
図
り
適
正
な
事

業
執
行
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

グ
リ
ー
ン
ケ
ミ
カ
ル
㈱
の
破
産
手
続
き
終
了
と

補
助
金
返
還
金
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

木
質
バ
イ
オ
マ
ス
事
業
に
つ
い
て

林
業
振
興
課
管
理
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グ
リ
ー
ン
ケ
ミ
カ
ル
㈱
の
破
産

処
理
に
つ
い
て

農
林
水
産
省（
中
国
四
国
農
政
局
）

へ
の
報
告

今
後
の
取
り
組
み

（表１）ＧＣ㈱の財産目録（平成 28年８月 25日現在）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：千円

（表２）補助金返還金にかかる説明
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  単位：千円

木
質
バ
イ
オ
マ
ス
利
活
用
プ
ラ
ン
ト
整
備
事
業

の
経
過

▼
Ｇ
Ｃ
㈱
が
事
業
主
体
と
な
っ
て
、
平
成
20
年

度
か
ら
22
年
度
に
、
農
林
水
産
省
よ
り
地
域
バ

イ
オ
マ
ス
利
活
用
交
付
金
の
交
付
を
受
け
、
木

質
バ
イ
オ
マ
ス
か
ら
、
排
気
ガ
ス
浄
化
溶
液
の
原

料
や
バ
イ
オ
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
原
料
と
な
る
木
粉

を
製
造
す
る
機
械
設
備
を
整
備
し
ま
し
た
。

▼
し
か
し
、
平
成
22
年
11
月
末
に
、
関
連
企
業

の
㈱
ジ
ュ
オ
ン
の
営
業
停
止
と
破
産
申
立
予
告

告
示
の
影
響
に
よ
り
、
Ｇ
Ｃ
㈱
も
工
場
の
操
業

を
停
止
し
ま
し
た
。

▼
平
成
24
年
１
月
に
、
事
業
者
の
補
助
金
水
増

し
請
求
が
あ
り
、
市
は
代
表
者
ら
を
告
訴
し
、

平
成
26
年
３
月
に
有
罪
が
確
定
し
ま
し
た
。

▼
平
成
26
年
10
月
に
は
、
Ｇ
Ｃ
㈱
の
補
助
金
適

正
化
法
違
反
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
国
か

ら
不
適
正
分
の
補
助
金
交
付
決
定
の
取
り
消
し

と
返
還
を
求
め
る
と
い
う
方
針
を
受
け
ま
し
た
。

▼
市
は
事
業
の
中
止
を
決
定
し
、
平
成
26
年
12

月
に
国
か
ら
補
助
金
返
還
命
令
を
受
け
、
補
助

金
２
億
３
８
０
６
万
１
１
６
９
円
を
返
還
し
ま

し
た
。

▼
市
は
平
成
27
年
１
月
に
、
Ｇ
Ｃ
㈱
の
債
権
者

破
産
を
申
し
立
て
て
、
補
助
金
返
還
請
求
額
の

債
権
回
収
に
努
め
て
い
ま
し
た
。

財　産 評価額 回収額 備　考

破産予納金 1,100 1,100
他の4,900千円は
裁判所から市へ
返却

預貯金 3 3
土地
（工業団地） 24,452 6,033 競売による配当

機械設備 3,000 3,000 売却

還付金
（庄原税務署） 53 53

計 28,608 10,189

市からＧＣ㈱
への請求額

市から国
への返還額

破産による
回収額 備　考

補助金返還請求額 462,038 249,414 0 円

内
　
訳

不適正分 238,061 238,061 0 円

事業中止分 212,624 0円 0円
破産処理の結果、
市から国への返還
金が0円となった

事業計画
変更に伴う
自主返還分

11,353 11,353 0 円
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